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ニュース 

はじめに（創刊の目的） 

広島みらい法律事務所は、広島弁

護士会から支援を受け、「市民が気

軽に法律相談をできるようにするこ

と」等を目指して、平成１８年１０月に

都市型公設事務所として開設されま

した。 

今、弁護士や司法は、弁護士過疎

地対策・弁護士人口の増加・民事法

律扶助制度の拡充・裁判員制度の導

入等により、皆さんの身近なものにな

りつつあります。 

しかし、「心身の不調で外出困難」

「法律問題との認識がない」「日本語

が話せない」等の色々な事情で、困

っているにも関わらず、弁護士に相

談できない人も多くいるのではないで

しょうか？ 

私たちは、そのような人に対し、他

の専門家や関係機関と連携しなが

ら、法的サービスを提供し問題を解

決していきたいと思っています。 

このニュースでは、法律相談会の

ご案内・当事務所の活動報告・新た

な法制度等の情報を提供する予定で

す。是非、このニュースを活用し、弁

護士にご相談下さい。（所員一同） 

 

 

事務所活動報告 

～外国人法律相談の会～ 

現在、広島市には１万６５２２人の外国

人が（広島市のホームページ参照）、隣

接する海田町には１０２６人の外国人が

暮らしておられ（海田町国際交流協会の

ホームページ参照）、海田町ではその６

割の６６４人が日系ブラジル・ペルー人で

す。外国人も暮らしの中で法的なトラブル

に巻き込まれることがありますが、頼るこ

とのできる人・場所は決して多くありませ

ん。弁護士過疎の問題には、地域的な過

疎の問題と、都市部に住んでいても弁護

士の援助を求めることが困難な社会層の

人がいるという社会的過疎の問題があり

ます。特に、外国人に関しては、言葉の

問題、特有の法律問題（入管、渉外な

ど）、参政権がないことから政治も関心を

持ちにくいこと等から社会的過疎の最た

るものと思われます。 

当事務所では、外国人の司法アクセス

障害の解消へ取り組もうと当事務所のメ

ンバーと広島弁護士会の有志弁護士とで

構成する「外国人法律相談の会」を立ち

上げました。具体的な活動としては、海田

町と連携し、日系ブラジル・ペルー人を対

象とした無料法律相談を定期的に海田町

で行っています。場所と通訳は海田町が

用意してくれています。この他にも、今

後、広島市などの行政機関、国際協力団

体との連携を深めて外国人の司法アクセ

スの改善に努めていきたいと思います。

また、離婚や親子に関する渉外、入管等

の勉強会も行う予定です。 （滑川和也） 

 

当事務所の弁護士に相談するには、平日の９時～１８時の間に、お電話（０８２－５１１－７７７２）で予約して下

さい。相談日時は、原則として、平日の９時～１７時半、土曜日の１３時～１５時半です。 

当事務所では、尾道支所を開設し、尾道市や三原市等の周辺のご相談も積極的に受け付けています。 

詳細は、ホームページでご確認下さい。 http://www.hiroshima-mirai.com/ 

本ニュースに関するご意見・ご要望も当事務所までお電話でお願いします。 

所属弁護士：二國則昭、定者吉人、大村真司、紅山綾香、長場誠、滑川和也、成廣貴子、見之越常治、森井基嗣、渡邉圭輔 

法律プチクイズ 

平成２２年６月１８日に改正法が完

全施行された高金利・過剰融資を規

制するための法律の名称は何でしょ

うか？ 正解は次号で発表します。 

 

平成２２年７月と８月の 

法律相談会のご案内 

●「反貧困―まちかど生活相談会」 

７月１５日（木）１６日（金）１０時から１

７時／広島駅地下大スクリーン前に

て／相談料無料（予約不要）／主催：

反貧困ネットワーク広島／事務局：広

島総合法律会計事務所 弁護士 秋

田智佳子 TEL：082-227-8181 

●「海田町外国人法律相談」 

７月１６日（金）１４時から１６時／海田

町のひまわりプラザにて／相談料無

料（予約不要）／スペイン・ポルトガル

語の通訳同席／対象：海田町在住の

日系ブラジル・ペルー人／主催：外国

人法律相談の会（左記記事参照）／

事務局：当事務所 


